
 

スーパーセンタートライアル名取店の届出概要について 

（法第５条第１項 新設） 

 

１ 届 出 者  株式会社オートバックスセブン 

２ 届出年月日  平成２８年２月１８日 

３ 店舗の名称  スーパーセンタートライアル名取店 

４ 店舗設置者  株式会社オートバックスセブン 代表取締役 湧田 節夫 

          東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 

５ 店舗所在地  名取市田高字原１７４番 外 

６ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称，店舗面積 

氏名又は名称 店舗面積 取扱商品 

株式会社トライアルカンパニー ３，３００．３７㎡ 
食品・実用衣料品・日用雑貨消耗
品・家電製品・ホビー用品・薬等 

７ 大規模小売店舗を新設する日  平成２８年１０月１９日 

８ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１）駐 車 場 の 収 容 台 数  １６６台（指針による必要台数： １５３台） 

（２）駐 輪 場 の 収 容 台 数  ６０ 台（指針による参考台数：  ９０台）類似店：３５台 

（３）荷 さ ば き 施 設 の 面 積  １５０．００㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量  ２９．７０㎥ （指針による必要容量：１５．３８㎥） 

９ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻  午前９時から翌午前９時まで（２４時間） 

（２）駐 車 場 の 利 用 時 間 帯  ２４時間 

（３）駐 車 場 の 出 入 口 の 数  ２箇所 

（４）荷 さ ば き 実 施 時 間 帯  午前６時から午後１０時まで 

１０ 事務手続き等 

・公 告 年 月 日  平成２８年 ３月 ２日 

・縦 覧 期 間  公告の日から平成２８年 ７月 ４日まで（公告の日から４か月

間） 

・地 元 説 明 会  平成２８年 ４月１６日 

・大規模小売店舗立地専門委員会  平成２８年 ６月１４日 

・市町村等からの意見書提出期限  平成２８年 ７月 ４日（公告の日から４か月以内） 

・県 の 意 見 の 通 知 期 限  平成２８年１０月１８日（届出の日から８か月以内） 

 

資料２ 


